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山形県司法書士会令和元年度 

第４回 理 事 会 議事概要 
 

１．日  時 令和元年１０月２日（水）午後１時～午後５時１０分 

１．場  所 司法書士会館 ２階大会議室  

１．組 織 員 会 長 小松 修   

       副会長 早坂智佳子 佐藤 剛 伊藤健太郎  

       理 事 三浦康友 市川裕之 鹿俣貴裕 石沢光康 樋口泰栄  

  本田哲郎 古内あかり 熊谷 昇 清水一磨 加藤臣和 

        （組織員総数１４名  出席者１４名  参与１名 欠席者なし） 

司  会 総務部長 三浦康友 

１．開  会 副 会 長 伊藤健太郎 

１．会長挨拶 会  長 小松 修 

１．議  長 会則第３４条第２項により会長 

１．議事録署名人選任（会則第３７条第２項により議長及び出席組織員のうち２名） 

       議事録署名人に石沢光康理事、加藤臣和理事を選任 

 

１．議  事 

（報告事項） 
第１号 第２回全国会長会（9/11～12）【資料報１】 

   小松会長より報告がなされ、各自目を通しておくよう指示があった。 

 

（審議事項） 

第１号議案 量定意見の件 

【資料１－１】【資料１－２】 

別紙「第４回理事会議事録（抄）」、「量定意見理事会決議書」記載の

とおり決定した。 

 

第２号議案 会費免除申請の件【資料２】 

   伊藤副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。 

         ①会費を１２か月免除する。 

         ②上記期間中に業務開始届が提出された場合、以降の会費は免除 

しない。 

 

第３号議案 会費免除申請会員の東北ブロック司法書士会会費負担の件 

   伊藤副会長より提案がなされ、原案通り全会一致にて承認可決した。 

         ①月額２５０円の東北ブロック会費を本会負担とする。 

         ②免除期間中に業務開始届が提出された場合、以降の会費は負担 

しない。 

 

第４号議案 山形県司法書士会調停センター手数料規程一部改正の件【資料３】 
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   石沢部長より提案がなされ、佐藤副会長より補足説明がなされた。 

   原案通り全会一致にて承認可決した。 

   ①第５条乃至第７条に定める手数料を令和４年３月３１日まで 

   半額とする。 

   ②新旧対照条文を修正する。 

   ③字句の修正は会長に一任する。 

 

第５号議案 組織財政改革検討会議について【資料４】 

   伊藤副会長より経過報告がなされ、方向性として提案通り進めること 

   について全会一致にて承認可決した。 

   〔意見〕 

   ・樋口理事：初めの段階として進めていくことに賛成である。 

   ・古内理事：賛成。人数を適正化し最終的に事業の取捨選択が必要。 

   ・熊谷理事：事業の見直しと縮小をした方が理事のなり手は増える。 

         統合には賛成だが、事業自体が減らなければ負担が増え 

るだけである。 

   ・清水理事：課題２に対して委員会の活動を減らすだけではなく、事 

            業再編が必要である。委員長を兼務しない理事は賛成で

ある。課題１と課題２については対応の仕方が違ってく

る。 

   ・加藤理事：コンパクト化に賛成である。現在、空き家に関して入口 

   が社会事業委員会で出口が相談センター運営委員会と 

なっている。事業は時代によって変わるため弾力的な組

織編成が必要である。 

   ・本田理事：事業と委員会人数の適正は難しい問題である。企画研修 

委員会の場合、今後他の委員会から事業を引き継ぐとな

ると検討事項が多数でてくる。会員減少による事業縮小

は賛成である。 

・伊藤副会長：事業の取捨選択に関しては市民への法的サービスは 

低下させず現状維持という観点で進めていきたい。委員

会を再編するうえで、一定の効率化は図られる。委員の

負担は減らないかもしれないが、当事者意識をもって積

極的に係わることを期待している。 

・早坂副会長：継続してやるべき事業はやりつつ、新しい事業をす 

る際は都度取捨選択を検討し進めていく。 

 

第６号議案 会員への情報通知について【資料５】 

 三浦部長より提案がなされ、常任理事会で審議し負担が無い形で施行 

的にスタートすことに全会一致にて承認可決した。 

     〔意見〕 

      ・樋口理事：メール添付・選択制に賛成である。有料になればメール 
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を使用する会員が増えるかもしれないし、紙配付希望者

からは費用負担の同意を得られる。 

 ・本田理事：メール添付・選択制に賛成である。紙配付希望者は相当 

数いるのではないか。ホームページへの掲載は掲載期間

を設けるのか。会としてのサーバー費用を考えると日司

連の NSR３にリンクするなど方法は検討してはどうか。 

 ・古内理事：メール添付に賛成である。有料で紙媒体での配付も賛成 

である。メールと紙媒体の両方を行うことは事務局の負

担が増えるのではないか。 

 ・熊谷理事：ホームページに掲載するのであれば、メール添付は必 

要ないのでは。各自が必要な情報をホームページに取り

に行けばよい。紙配付に関しては提案通りで賛成である。 

 ・清水理事：メール添付に賛成である。紙配付の希望者を募ることは 

トラブルにならない。費用に関しては送付の頻度による。 

 ・加藤理事：メール添付に賛成である。紙配付が有料であれば選択制 

がよい。 

・小松会長：会員からみると今まで紙でもらっていたものが直接来な 

くなる訳であり、メールに添付しすぐ開けるようにする

ことが基本になる。ホームページへの掲載は書類の保存

としての二次的なものと考える。 

 ・伊藤副会長：紙配付しか選択の余地がなくメールアドレスを持って 

いない会員に関しては費用負担なしでいいのではとも

思う。高齢会員が退会する引き金になりかねない。 

 ・市川理事：アドレスのない会員が費用負担しない場合は送付しない 

のか。 

 ・本田理事：メールで配付する試行期間を設け、段階的に送付を減ら 

し、紙配付の場合は費用を負担してもらうようお願いす

る。緩やかにスタートした方が受入易いのではないか。 

・佐藤副会長：郵送によるコストと事務量事務時間を見える化し、メ 

ール添付を会員にご理解いただく。最終的にはメールで 

通知し、ホームページへ取りに行く形が理想ではないか。 

 

その他 
 

 

１． 閉  会  副 会 長 早坂智佳子 
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資 料 目 録 

 

 

【資料１－１】 山形県司法書士会会則 

【資料１－２】 山形県司法書士会懲戒処分の量定意見に関する規則 

 

 

【資料報１】  令和元年度第２回会長会議事メモ 

【資料２】   会費減免等申出書 

【資料３】   山形県司法書士会調停センター手数料規程一部改正承認の件 

        山形県司法書士会調停センター手数料規程一部改正案新旧対照条文 

        山形県司法書士会調停センター手数料規程一部改正案全文 

【資料４】      組織財政改革検討会議（経過報告） 

【資料５】   東北ブロック各会の状況 

 


